
項目 指　　標 ”☆”有 ”☆”無

（１）対象物件の範囲、共用部分の範囲が示されている。

（２）管理費、修繕積立金について納付義務が示されている。

（３）修繕積立金の使途が適切に示されている。
　　・必須使途が規定されていること。
　　　　計画的修繕
　　　　不測の事態
　　　　変更
　　　　区分所有者全体の利益に係るもの
　　・不適切な事項が規定されていないこと。
　　　　例：理事長が認めるもの、損害保険、管理費への補充

（４）管理費と修繕積立金の経理が区分されている。

（５）修繕等が管理区組合の業務とされている。

（６）総会の議決事項に重要な事項が規定されている。
　　・予算、決算
　　・管理費等の額と課徴方法
　　・大規模改修のための修繕積立金の取り崩し、借入

②
計
画
的
な

 
 

修
繕
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事
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す
る
内
容

築後１５年毎に、屋上および外壁の大規模修繕を実施している。
※築後１５年未満の場合は一般的に大規模修繕の必要がないこと
から、無条件で☆を付ける。

適合する。 適合しない。

③
修
繕
積
立
金
に

関
す
る
内
容

積立金の残高を公開している。 適合する。 適合しない。

左記６指標全てに
適合する。

適合しない。
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